
福 井 市 多 世 帯 同 居 リ フ ォ ー ム 支 援 事 業 補 助 金 交 付 要 綱  

（ 趣 旨 ）  

第 １ 条  多 世 帯 同 居 リ フ ォ ー ム 支 援 事 業 補 助 金（ 以 下「 補 助 金 」と い う 。）

の 交 付 に つ い て は 、福 井 市 補 助 金 等 交 付 規 則（ 昭 和 ４ ８ 年 福 井 市 規 則 第

１ １ 号 。 以 下 「 規 則 」 と い う 。） 及 び 福 井 県 空 き 家 対 策 支 援 事 業 補 助 金

交 付 要 領 に 定 め る と こ ろ に よ る 。  

（ 目 的 ）  

第 ２ 条  こ の 要 綱 は 、福 井 市 住 宅 基 本 計 画 に 基 づ き 、親 世 帯 や 子 世 帯 と 離

れ て 暮 ら す 世 帯 で 、新 た に 多 世 帯 で 同 居 し よ う と す る 世 帯 に 対 し て 、既

存 住 宅 の リ フ ォ ー ム 工 事 に 要 す る 経 費 の 一 部 を 補 助 す る こ と に よ り 、

多 世 帯 で の 同 居 を 推 進 し 、 ふ く い ら し い 魅 力 的 な 住 環 境 の 形 成 に 資 す

る こ と を 目 的 と す る 。  

（ 定 義 ）  

第 ３ 条  こ の 要 綱 に お い て 、次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意 義 は 、当 該 各 号 に

定 め る と こ ろ に よ る 。  

( 1 )  多 世 帯 同 居  住 民 票 の 異 動 を 伴 う 転 居 を す る 世 帯 と 直 系 尊 属 又 は

直 系 卑 属（ 直 系 卑 属 の 単 独 世 帯 は 除 く 。）の 世 帯 が 、複 数 の 世 帯 で 同 居

す る こ と を い う 。  

( 2 )  直 系 卑 属 の 単 独 世 帯  子 や 孫 か ら な る 、構 成 人 数 が １ 人 の 世 帯 を い

う 。  

( 3 )  世 帯  住 居 及 び 生 計 を 共 に す る 者 の 集 ま り 又 は 独 立 し て 住 居 を 維

持 し 、 若 し く は 独 立 し て 生 計 を 営 む 単 身 者 を い う 。  

( 4 )  市 内 業 者  福 井 市 内 の 個 人 事 業 者 又 は 市 内 に 本 店 若 し く は 営 業 所

等 を 置 く 法 人 事 業 者 を い う 。  

( 5 )  居 住 誘 導 区 域  都 市 再 生 特 別 措 置 法（ 平 成 １ ４ 年 法 律 第 ２ ２ 号 ）第

８ １ 条 の 規 定 に よ り 策 定 し た 福 井 市 立 地 適 正 化 計 画 で 位 置 づ け る 居



住 誘 導 区 域 を い う 。  

( 6 )  子 育 て 世 帯  １ ８ 歳 に な っ た 日 の 属 す る 年 度 の ３ 月 ３ １ 日 ま で の

子 を 含 む 世 帯 を い う 。  

（ 補 助 対 象 者 ）  

第 ４ 条  補 助 金 の 交 付 の 対 象 者 （ 以 下 「 補 助 対 象 者 」 と い う 。） は 、 次 の

全 て に 該 当 す る 者 と す る 。  

( 1 )  第 ５ 条 に 規 定 す る 補 助 対 象 住 宅 を リ フ ォ ー ム す る 者  

( 2 )  新 た に 多 世 帯 同 居 す る 者（ 多 世 帯 同 居 の 世 帯 数 が １ 以 上 増 加 す る 者

を 含 む 。以 下 、同 様 。）又 は 交 付 申 請 時 に お い て 新 た に 多 世 帯 同 居 を 開

始 し て か ら ６ 月 以 内 の 者  

２  補 助 対 象 者 は 、第 ５ 条 に 規 定 す る 補 助 対 象 工 事 の 完 了 後 、１ ０ 年 以 上

居 住 す る 見 込 み が あ る 者 で な け れ ば な ら な い 。  

３  補 助 対 象 者 は 、 次 の い ず れ に も 該 当 し な い 者 で あ る こ と と す る 。  

( 1 )  過 去 に 、 こ の 要 綱 に よ る 補 助 金 を 受 け た こ と の あ る 者  

( 2 )  補 助 金 の 交 付 の 対 象 と な る 経 費 に お い て 、国 又 は 地 方 公 共 団 体 に よ

る 他 の 補 助 金 を 受 け て い る 者  

( 3 )  市 町 村 税 の 滞 納 の あ る 者  

( 4 )  暴 力 団 員 に よ る 不 当 な 行 為 の 防 止 等 に 関 す る 法 律（ 平 成 ３ 年 法 律 第

７ ７ 号 ） 第 ２ 条 第 ６ 号 に 規 定 す る 暴 力 団 員  

( 5 )  前 各 号 に 掲 げ る 者 の ほ か 市 長 が 不 適 当 と 認 め る 者  

４  前 各 項 の 規 定 に 適 合 す る 者 が ２ 名 以 上 い る 場 合 は 、 そ の 中 で 代 表 と

な る 者 １ 名 を 補 助 対 象 者 と す る 。  

（ 補 助 対 象 住 宅 及 び 工 事 ）  

第 ５ 条  補 助 金 の 交 付 の 対 象 と な る 住 宅（ 以 下「 補 助 対 象 住 宅 」と い う 。）

は 、 次 の 全 て に 該 当 す る 住 宅 と す る 。  

( 1 )  市 内 に 存 す る 一 戸 建 て 住 宅（ 住 宅 部 分 の 床 面 積 が ２ 分 の １ 以 上 の 併



用 住 宅 を 含 む 。）  

( 2 )  自 ら 居 住 す る 住 宅 又 は こ れ か ら 居 住 す る 住 宅  

( 3 )  賃 貸 住 宅 で な い 住 宅  

２  補 助 金 の 交 付 の 対 象 と な る 工 事（ 以 下「 補 助 対 象 工 事 」と い う 。）は 、

次 の 全 て に 該 当 す る 工 事 と す る 。  

( 1 )  多 世 帯 同 居 に 必 要 と な る 工 事 の う ち 次 の 各 号 の い ず れ か を 含 む 工

事 で あ る こ と 。  

ア  間 取 り の 変 更 に 関 す る 工 事 （ 増 築 を 含 む 。）  

イ  手 す り の 設 置 、段 差 の 解 消 、廊 下 幅 等 の 拡 張 の バ リ ア フ リ ー 改 修

工 事  

ウ  台 所 、 浴 室 、 便 所 、 洗 面 所 等 の 設 備 の 改 修 工 事  

エ  同 居 人 数 の 増 加 に 伴 う 浄 化 槽 の 入 れ 替 え 工 事 等  

( 2 )  市 内 業 者 の 請 負 に よ る 工 事 で あ る こ と 。  

３  前 項 第 １ 号 に 規 定 す る 工 事 の う ち 、 次 の い ず れ か に 該 当 す る 工 事 等

に 要 す る 費 用 は 補 助 対 象 と し な い 。  

ア  工 事 を 行 う 住 宅 に 付 属 す る 別 棟 の 車 庫 、 物 置 等 の 工 事  

イ  補 助 金 の 交 付 を 申 請 し よ う と す る 者 が 直 接 行 う 工 事  

ウ  エ ア コ ン 、 ガ ス コ ン ロ 、 照 明 等 の 住 宅 設 備 機 器 類 の 設 置 工 事  

エ  太 陽 光 発 電 設 備 の 設 置 工 事  

オ  カ ー テ ン 、 家 具 、 調 度 品 等 の 購 入 及 び 設 置 工 事  

カ  電 話 、 イ ン タ ー ネ ッ ト 、 Ｃ Ａ Ｔ Ｖ 等 の 配 線 工 事  

キ  外 構 工 事  

ク  障 子 ・ 襖 の 張 替 え 、 畳 の 表 替 え 等 の 軽 微 な 修 繕 等  

ケ  建 物 の 解 体 、 除 却 の み を 行 う 工 事  

コ  そ の 他 、 市 長 が 不 適 当 と 認 め た 工 事  

（ 補 助 対 象 経 費 ）  



第 ６ 条  補 助 金 の 交 付 の 対 象 と な る 経 費（ 以 下「 補 助 対 象 経 費 」と い う 。）

は 、補 助 対 象 工 事 に 要 す る 費 用 で 、総 額 が ２ ０ ０ ，０ ０ ０ 円 以 上 と す る 。 

２  併 用 住 宅 に お け る 補 助 対 象 経 費 に つ い て 、 個 人 住 宅 部 分 の 経 費 と そ

の 他 の 部 分 の 経 費 を 分 け る こ と が で き な い 場 合 は 、 併 用 住 宅 全 体 に 係

る 対 象 工 事 に 要 す る 費 用 の 総 額 に 個 人 住 宅 部 分 の 床 面 積 を 当 該 併 用 住

宅 全 体 の 床 面 積 で 除 し た 数 値 を 乗 じ て 得 た 額 と す る 。  

（ 補 助 金 の 額 ）  

第 ７ 条  補 助 金 の 額 は 、予 算 の 範 囲 内 に お い て 、次 に 掲 げ る 額 の う ち 最 小

の 額（ １ ，０ ０ ０ 円 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、端 数 を 切 り 捨 て た 額 ）と

す る 。  

( 1 )  補 助 対 象 経 費 の ３ 分 の １ に 相 当 す る 額  

( 2 )  別 表 １ に 掲 げ る 額  

２  補 助 金 の 交 付 は 、 一 の 住 宅 に つ き １ 回 と す る 。  

（ 交 付 申 請 ）  

第 ８ 条  補 助 金 の 交 付 を 申 請 し よ う と す る 者 は 、 補 助 対 象 工 事 に 係 る 工

事 請 負 契 約 等 の 前 に 、 福 井 市 多 世 帯 同 居 リ フ ォ ー ム 支 援 事 業 補 助 金 交

付 申 請 書 （ 様 式 第 1 号 )に 別 表 ２ に 掲 げ る 書 類 を 添 え て 市 長 に 提 出 し な

け れ ば な ら な い 。  

（ 交 付 決 定 ）  

第 ９ 条  市 長 は 、規 則 第 ４ 条 の 規 定 に よ り 、補 助 金 の 交 付 の 決 定 を し た と

き は 、福 井 市 多 世 帯 同 居 リ フ ォ ー ム 支 援 事 業 補 助 金 交 付 決 定 通 知 書（ 様

式 第 ２ 号 )に よ り 、 当 該 補 助 金 の 交 付 を 申 請 し た 者 に 通 知 す る も の と す

る 。  

（ 着 手 、 変 更 及 び 取 下 げ ）  

第 １ ０ 条  補 助 金 の 交 付 の 決 定 を 受 け た 者 は 、 交 付 決 定 通 知 が あ っ た 日

か ら ３ 月 以 内 に 工 事 請 負 契 約 等 を 締 結 し 、 当 該 通 知 日 の 属 す る 年 度 の



３ 月 ３ １ 日 ま で に 、 当 該 工 事 を 完 了 し 同 居 を 開 始 し な け れ ば な ら な い 。 

２  補 助 金 の 交 付 の 決 定 を 受 け た 者 は 、 補 助 内 容 又 は 補 助 金 の 額 に 変 更

（ 軽 微 な 変 更 を 除 く 。） が 生 じ る 場 合 は 、 変 更 に 係 る 工 事 請 負 契 約 等 の

前 に 、福 井 市 多 世 帯 同 居 リ フ ォ ー ム 支 援 事 業 補 助 金 交 付 変 更 申 請 書（ 様

式 第 ３ 号 ） を 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

３  前 条 の 規 定 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 申 請 が あ っ た 場 合 に 準 用 す る 。  

４  補 助 金 の 交 付 の 決 定 を 受 け た 者 は 、交 付 申 請 を 取 り 下 げ る 場 合 は 、福

井 市 多 世 帯 同 居 リ フ ォ ー ム 支 援 事 業 補 助 金 交 付 申 請 取 下 げ 届 （ 様 式 第

４ 号 ） を 市 長 に 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。  

（ 実 績 報 告 ）  

第 １ １ 条  補 助 金 の 交 付 の 決 定 を 受 け た 者 は 、補 助 対 象 工 事 が 完 了 し 、多

世 帯 同 居 を 開 始 し た と き は 、規 則 第 １ １ 条 の 規 定 に よ り 、当 該 通 知 日 の

属 す る 年 度 の ３ 月 ３ １ 日 ま で に 、 福 井 市 多 世 帯 同 居 リ フ ォ ー ム 支 援 事

業 完 了 実 績 報 告 書（ 様 式 第 ５ 号 ）に 別 表 ３ に 掲 げ る 書 類 を 添 え て 市 長 に

提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 補 助 金 の 額 の 確 定 ）  

第 １ ２ 条  市 長 は 、 前 条 の 規 定 に よ る 完 了 実 績 報 告 書 の 提 出 を 受 け た と

き は 、規 則 第 １ ２ 条 の 規 定 に よ り 、交 付 す る 補 助 金 の 額 を 確 定 し 、福 井

市 多 世 帯 同 居 リ フ ォ ー ム 支 援 事 業 補 助 金 額 確 定 通 知 書（ 様 式 第 ６ 号 ）に

よ り 、 当 該 実 績 報 告 書 を 提 出 し た 者 に 通 知 す る も の と す る 。  

（ 交 付 請 求 ）  

第 １ ３ 条  前 条 の 通 知 を 受 け た 者 が 補 助 金 の 交 付 を 受 け よ う と す る と き

は 、規 則 第 １ ４ 条 の 規 定 に よ り 、福 井 市 多 世 帯 同 居 リ フ ォ ー ム 支 援 事 業

補 助 金 交 付 請 求 書 （ 様 式 第 ７ 号 ） を 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 決 定 の 取 消 し ）  

第 １ ４ 条  市 長 は 、 補 助 金 の 交 付 の 決 定 を 受 け た 者 が 次 の 各 号 の い ず れ



か に 該 当 す る と き は 、 補 助 金 の 交 付 決 定 及 び 額 の 確 定 の 全 部 又 は 一 部

を 取 り 消 す こ と が で き る 。  

( 1 )  虚 偽 そ の 他 の 不 正 な 手 段 に よ り 補 助 金 の 交 付 決 定 を 受 け た と き 。  

( 2 )  第 ４ 条 の 要 件 を 満 た さ な く な っ た と き 。  

( 3 )  交 付 決 定 の 通 知 日 か ら ３ 月 以 内 に 工 事 請 負 契 約 等 を 締 結 し な い と

き 。  

( 4 )  完 了 実 績 報 告 書 を 第 １ １ 条 に 規 定 す る 日 ま で に 提 出 し な い と き 。  

( 5 )  補 助 対 象 経 費 が 第 ６ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 金 額 に 満 た な く な っ た と

き 。  

( 6 )  補 助 金 の 交 付 の 決 定 を 受 け た 者 又 は 補 助 対 象 工 事 に つ い て 、市 長 が

こ の 要 綱 の 目 的 に 反 す る こ と が あ る と 認 め た と き 。  

( 7 )  取 下 げ 届 を 受 理 し た と き 。  

２  市 長 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 補 助 金 の 交 付 決 定 及 び 額 の 確 定 を 取 り 消

し た 場 合 に は 、 当 該 取 消 し に 係 る 補 助 金 が 既 に 交 付 さ れ て い る と き は 、

期 限 を 定 め て そ の 全 部 又 は 一 部 の 返 還 を 命 ず る も の と す る 。  

（ 個 人 情 報 の 利 用 目 的 ）  

第 １ ５ 条  市 長 は 、 本 事 業 の 実 施 に 関 し て 知 り 得 た 個 人 情 報 に つ い て は 、

本 事 業 の 目 的 を 達 成 す る た め に 必 要 な 限 度 に お い て 、 国 及 び 県 へ 提 供

す る こ と が で き る 。  

（ 委 任 ）  

第 １ ６ 条  こ の 要 綱 に 定 め る も の の ほ か 、 市 長 が 別 に 定 め る 。  

 

附  則  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 要 綱 は 、 平 成 ２ ７ 年 １ ０ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 失 効 ）  



２  こ の 要 綱 は 、令 和 ９ 年 ３ 月 ３ １ 日 限 り そ の 効 力 を 失 う 。た だ し 、同 日

ま で に 交 付 の 決 定 が な さ れ た 補 助 金 に つ い て は 、 同 日 後 も な お そ の 効

力 を 有 す る 。  

附  則  

 こ の 要 綱 は 、 平 成 ２ ８ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

 こ の 要 綱 は 、 平 成 ３ ０ 年 ３ 月 ３ １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

 こ の 要 綱 は 、 平 成 ３ １ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

 こ の 要 綱 は 、 令 和 ２ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

 こ の 要 綱 は 、令 和 ３ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。た だ し 、附 則 第 ２ 項 の 改

正 規 定 は 、 令 和 ３ 年 ３ 月 ３ １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

 こ の 要 綱 は 、 令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

 こ の 要 綱 は 、令 和 ６ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。た だ し 、附 則 第 ２ 項 の 改

正 規 定 は 、 令 和 ６ 年 ３ 月 ３ １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

 こ の 要 綱 は 、 令 和 ７ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

 こ の 要 綱 は 、 令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 

  



別 表 １ （ 第 ７ 条 関 係 ）  

 補 助 金 の 額  

補 助 金 の 額  

居住誘導区域内 居住誘導区域外 

３０万円 ２０万円 

 補 助 金 の 額 に 加 算 す る 額  

補 助 対 象 工 事 の 要 件  

加 算 額  

居住誘導 

区域内 

居住誘導 

区域外 

子育て世帯が、第５条第２項第１号ア及びウの両方を含む工事を行

う場合 

第５条第２項第１号（抜粋） 

ア 間取りの変更に関する工事（増築を含む。） 

ウ 台所、浴室、便所、洗面所等の設備の改修工事 

３０万円

加算 
－ 

※ た だ し 、 補 助 金 の 額 は 、 補 助 対 象 経 費 の ３ 分 の １ に 相 当 す る 額  

（ １ ， ０ ０ ０ 円 未 満 切 捨 て ） を 上 限 と す る 。  

 ※ 補 助 対 象 経 費 の 総 額 が ２ ０ ０ ， ０ ０ ０ 円 未 満 の 場 合 は 、 補 助 対 象 と

し な い 。  

 

 

  



別 表 ２ （ 第 ８ 条 関 係 ）  申 請 書 に 添 付 す る 関 係 書 類  

( 1 )  多 世 帯 同 居 リ フ ォ ー ム 工 事 概 要 書  

( 2 )  補 助 対 象 工 事 に 係 る 見 積 書 の 写 し  

( 3 )  工 事 着 手 前 の 写 真 （ 住 宅 全 体 及 び 補 助 対 象 工 事 に 係 る 部 分 ）  

( 4 )  図 面 （ 付 近 見 取 図 、 平 面 図 、 工 事 の 内 容 が 分 か る 工 事 前 後 の 図 面 ） 

( 5 )  申 請 者 世 帯 及 び 同 居 世 帯 の 関 係 を 示 す も の（ 戸 籍 謄 本 、婚 約 証 明 書

等 ）  

( 6 )  申 請 者 世 帯 及 び 同 居 世 帯 の 住 民 票  

( 7 )  申 請 者 世 帯 及 び 同 居 世 帯 の 市 町 村 税 の 納 税 証 明 書（ 非 課 税 の 者 は 非

課 税 証 明 書 ）  

( 8 )  そ の 他 市 長 が 必 要 と 認 め る 書 類  

別 表 ３ (第 １ １ 条 関 係 )  完 了 実 績 報 告 書 に 添 付 す る 関 係 書 類  

( 1 )  工 事 請 負 契 約 書 等 の 写 し  

( 2 )  領 収 書 の 写 し  

( 3 )  工 事 完 了 後 の 写 真 （ 補 助 対 象 工 事 に 係 る 部 分 ）  

( 4 )  補 助 対 象 住 宅 に 転 居 し た 者 の 住 民 票  

( 5 )  そ の 他 市 長 が 必 要 と 認 め る 書 類  


